
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

〃

○

指

定

納

付

受

託

者

の

指

定

教

育

委

員

会

【

公

告

】

○

河

川

整

備

計

画

の

変

更

河

川

課

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

教

育

委

員

会

【

】

岡

山

県

市

町

村

職

員

共

済

組

合

○

令

和

四

年

度

決

算

の

要

旨

岡

山

県

市

町

村

職

員

共

済

組

合

岡

山

県

公

報

令和５年６月１３日 第１２５０５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

新
見
勝
山
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
月
田
本
字
岩
坪
二
二
〇
番
一
地
先
か
ら

九
九
五
・
七

真
庭
市
月
田
本
字
日
名
ケ
峪
一
八
七
番
一
地
先

九
・
二
～

新

四
二
・
八

を
経
て

真
庭
市
月
田
本
字
境
ハ
ナ
二
一
番
一
地
先
ま
で

真
庭
市
月
田
本
字
岩
坪
二
二
〇
番
一
地
先
か
ら

九
九
五
・
七

真
庭
市
月
田
本
字
日
名
ケ
峪
一
八
七
番
一
地
先

一
〇
・
一
～

七
四
・
五

を
経
て

旧

真
庭
市
月
田
本
字
境
ハ
ナ
二
一
番
一
地
先
ま
で

一
一
八
七
・
〇

真
庭
市
月
田
本
字
岩
坪
二
二
〇
番
一
地
先
か
ら

五
・
五
～

六
三
・
〇

真
庭
市
月
田
本
字
境
ハ
ナ
二
一
番
一
地
先
ま
で

令和５年６月１３日　岡山県公報　第１２５０５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

  

県
道 

  

道
路
の
種
類 

新
見
勝
山
線 

  

路
線
名 

真
庭
市
月
田
本
字
岩
坪
二
二
〇
番
一
地
先
か
ら 

真
庭
市
月
田
本
字
日
名
ケ
峪
一
八
七
番
一
地
先
を
経
て 

真
庭
市
月
田
本
字
境
ハ
ナ
二
一
番
一
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
住
所 

三
菱
総
研
Ｄ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社 

東
京
都
品
川
区
東
品
川
四
丁
目
一
二
番
二
号 

二 

指
定
の
日 

令
和
五
年
六
月
五
日 

三 

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
歳
入
の
種
類 

岡
山
県
立
高
等
学
校
・
中
学
校
等
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
及
び
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
利
用
し
て
納
付
す
る
岡
山
県
立
学
校
入

学
者
選
抜
手
数
料 

四 

指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
の
事
務
を
開
始
す
る
日 

令
和
五
年
十
一
月
一
日 
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〔
三
一
〇
〕
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
て
い
る
一
級
河
川
旭
川
水
系
中
流
ブ
ロ
ッ
ク
河
川
整
備
計
画
を
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
に
変
更

し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
、
同
部
東

備
地
域
設
計
審
査
班
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
六
月
十
三
日

河
川
管
理
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和５年６月１３日　岡山県公報　第１２５０５号



三
一
一

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

令
和
五
年
六
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調

達
内

容

購
入

等
件

名
(
1
)

岡
山

県
立

学
校

、
教

育
事

務
所

及
び

教
育

機
関

で
使

用
す

る
電

気
の

調
達

(
2
)

仕
様

等

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

(
3
)

納
入

期
間

令
和

５
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

６
年

９
月

3
0
日

ま
で

(
4
)

納
入

場
所

入
札

説
明

書
の

別
添

２
仕

様
付

属
書

に
掲

げ
る

7
9
施

設
（

令
和

６
年

４
月

以
降

は
7
8
施

設
）

(
5
)

予
定

数
量

2
7
,
2
2
4
,
5
7
0
k
W
h
（

１
年

間
）

(
6
)

入
札

方
法

入
札

に
当

た
っ

て
は

、
上

記
１

(
4
)
の

7
9
施

設
を

一
括

で
一

入
札

単
位

と
す

る
。

入
札

説
明

書

に
示

す
方

法
に

従
っ

て
計

算
し

た
、

施
設

ご
と

の
参

考
総

価
金

額
の

7
9
施

設
分

の
１

箇
年

の
合

計

金
額

を
も

っ
て

入
札

に
付

す
る

こ
と

と
し

、
消

費
税

額
及

び
地

方
消

費
税

の
額

を
含

め
な

い
金

額

を
入

札
金

額
と

す
る

こ
と

。

(
7
)

そ
の

他

上
記

１
(
5
)
の

予
定

数
量

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
使

用
実

績
等

に
基

づ
き

、
将

来
的

な
計

画
を

考
慮

し
た

１
箇

年
の

予
定

数
量

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
天

候

等
に

よ
り

変
動

す
る

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

入
札

の
公

告
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
、

次
の

要
件

の
全

て
を

満
た

す
こ

と
。

(
1
)

令
和

５
年

度
に

お
い

て
県

が
発

注
す

る
物

品
の

調
達

契
約

で
あ

っ
て

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

3
7
2
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
和

５
年

岡
山

県
告

示
第

4
0

号
（

物
品

の
売

買
、

修
理

等
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
格

、
資

格
審

査
の

申
請

手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
を

得
て

い
る

者
で

、
格

付
。

。

区
分

が
Ａ

又
は

Ｂ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
2
)

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
6
7
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
該

当
す

る

者
で

な
い

こ
と

。

(
3
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
、

物
品

の
売

買
、

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

資
格

者
の

資
格

審
査

要
領

（
平

成
1
9
年

岡
山

県
告

示
第

3
0
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
4
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
、

物
品

の
売

買
、

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
5
)

民
事

再
生

法
（

平
成

1
1
年

法
律

第
2
2
5
号

）
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
な

い
者

又
は

会
社

更
生

法
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
4
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て

が
な

さ
れ

て
い

な
い

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者

を
除

く
）

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

更
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
再

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

。

け
て

い
る

者
は

、
そ

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
い

な
い

者
と

み
な

す
。
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(
6
)

電
気

事
業

法
（

昭
和

3
9
年

法
律

第
1
7
0
号

）
第

２
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

小
売

電
気

事
業

の
登

録
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

(
7
)

二
酸

化
炭

素
排

出
係

数
（

調
整

後
排

出
係

数
（

地
球

温
暖

化
対

策
の

推
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

環
境

大
臣

及
び

経
済

産
業

大
臣

が
公

表
し

た
も

の
又

は
各

電
気

事
業

者
が

そ
の

環
境

報
告

書

で
公

表
し

た
も

の
）

適
用

、
未

利
用

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

活
用

及
び

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

導
入

）

に
関

し
、

入
札

説
明

書
で

示
す

入
札

参
加

条
件

を
満

た
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

(
8
)

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
、

２
(
1
)
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
、

資

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

(
1
)

申
請

書
の

入
手

先
、

提
出

先
及

び
問

い
合

わ
せ

先

〒
7
0
0
－

8
5
7
0

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
出

納
局

用
度

課
管

理
班

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
5
3
7
（

直
通

）

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

0
8
6
）

2
2
1
－

8
1
7
3

(
2
)

申
請

書
の

提
出

期
限

令
和

５
年

７
月

1
2
日

（
水

）
午

後
５

時

４
入

札
書

の
提

出
場

所
等

(
1
)

入
札

書
の

提
出

場
所

、
契

約
条

項
を

示
す

場
所

、
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先〒

7
0
0
－

8
5
7
0

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
教

育
庁

財
務

課
財

務
班

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
5
7
2
（

直
通

）

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

0
8
6
）

2
2
1
－

8
0
4
1

(
2
)

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法

ア
交

付
期

間

令
和

５
年

６
月

1
3
日

（
火

）
か

ら
同

年
７

月
1
2
日

（
水

）
ま

で
（

岡
山

県
の

休
日

を
定

め
る

条
例

（
平

成
元

年
岡

山
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

）
。

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で

イ
交

付
方

法

上
記

４
(
1
)
の

場
所

に
て

交
付

す
る

。
ま

た
、

岡
山

県
教

育
庁

財
務

課
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
1
4
3
/
）

か
ら

も
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
3
)

入
札

書
の

提
出

方
法

入
札

書
の

提
出

は
、

郵
便

又
は

信
書

便
に

よ
る

送
付

（
以

下
「

郵
送

等
」

と
い

う
）

に
よ

る
。

も
の

と
す

る
。

(
4
)

入
札

書
提

出
期

限
及

び
提

出
場

所

ア
入

札
書

提
出

期
限

令
和

５
年

７
月

2
7
日

（
木

）
午

後
５

時

イ
場

所

上
記

４
(
1
)

の
場

所
と

す
る

。

５
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
入

札
書

を
上

記
４

(
4
)
ア

の
期

限
ま

で
に

提
出

す
る

以
外

に
、

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
資

格
確

認
申

請
書

及
び

入
札

説
明

書
で

指
定

す
る
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必
要

書
類

を
令

和
５

年
７

月
1
2
日

（
水

）
午

後
５

時
ま

で
に

、
上

記
４

(
1
)
の

場
所

に
郵

送
等

に
よ

り
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ま
た

、
入

札
参

加
希

望
者

は
、

提
出

し
た

書
類

等
に

関
し

契
約

担
当

者
か

ら
説

明
を

求
め

ら
れ

た

場
合

は
、

そ
れ

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

６
そ

の
他

(
1
)

入
札

及
び

契
約

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

(
2
)

入
札

保
証

金

（
）

。
岡

山
県

財
務

規
則

昭
和

6
1
年

岡
山

県
規

則
第

８
号

第
1
3
1
条

及
び

第
1
3
3
条

の
規

定
に

よ
る

(
3
)

契
約

保
証

金

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
5
3
条

及
び

第
1
5
5
条

の
規

定
に

よ
る

。

(
4
)

入
札

の
無

効

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
、

そ
の

他
岡

山
県

財
務

規
則

第
1
4
0
条

各
号

に
掲

げ
る

入

札
に

係
る

入
札

書
は

、
無

効
と

す
る

。

(
5
)

契
約

書
作

成
の

要
否

要

(
6
)

落
札

者
の

決
定

方
法

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
3
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
決

定
さ

れ
た

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
候

補
者

と
す

る
。

(
7
)

契
約

に
お

け
る

特
記

事
項

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

は
、

県
は

、
こ

の
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

(
8
)

そ
の

他

詳
細

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)

N
a
t
u
r
e

a
n
d

q
u
a
n
t
i
t
y

o
f

t
h
e

p
r
o
d
u
c
t
s

t
o

b
e

p
u
r
c
h
a
s
e
d
:

E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y

f
o
r

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

S
c
h
o
o
l
,

E
d
u
c
a
t
i
o
n

o
f
f
i
c
e

a
n
d

E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l

I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

2
7
,
2
2
4
,
5
7
0
k
W
h

(
2
)

D
e
l
i
v
e
r
y

p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m

1
O
c
t
o
b
e
r
,

2
0
2
3

t
o

3
0

S
e
p
t
e
m
b
e
r
,

2
0
2
4

(
3
)

D
e
l
i
v
e
r
y

p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d

i
n

t
h
e

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

f
o
r
m

(
4
)

T
i
m
e
-
l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

B
y

m
a
i
l

5
:
0
0
P
.
M
.

2
7

J
u
l
y
,

2
0
2
3

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

t
h
e

n
o
t
i
c
e
：

F
in
a
n
ci
a
l
A
ff
a
i
rs

Di
v
is
i
o
n,

Or
g
an
i
z
at
i
on

of
P
re
f
ec
t
ur
a
l
B
o
ar
d
o
f
Ed
u
ca
t
io
n
,

2
-
4
-
6

U
c
h
i
s
a
n
g
e
,

K
i
t
a
-
k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
-
s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,

7
0
0
-
8
5
7
0
,

J
a
p
a
n

T
E
L

0
8
6
-
2
2
6
-
7
5
7
2
（

d
i
r
e
c
t

d
i
a
l
i
n
g
）

F
A
X

0
8
6
-
2
2
1
-
8
0
4
1

令和５年６月１３日　岡山県公報　第１２５０５号



◎
岡
山
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
第
七
五
二
号 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
四
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

岡
山
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長 

 

大 
 

舌 
 

 
 

 

勲 
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※  一部事務組合等には、共済組合を含む。

貸 付業 務

２１人

保 健 貯 金

３人 ０人

経理単位 計

１人 １人 ２６人人   員

 長期平均標準報酬の月額（円）

３  組合の職員数

27,746,127

-

-

-

第三号厚生
年金被保険者

19,339

7,482,082

386,890

27,799,186

9,161,760

329,358

29,382,300

計

27,817

7,498,322

387,010

4,024

船員短期
組合員

2

-

-

-

380

190,000

397

650,000

392,314

3,000

880

880,000

7,449

2,800

700,000726,760

8,144

650,000

長期
組合員

4

2,060

515,000392,288

3,256,038

908,600

 短期標準期末手当等の額の
 年度累計額      （千円）

93,132 3,256,038

392,284

24,297,717

75,161

21,030

808,846

192,336

51,600

計

２  組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の年度累計額等

一般組合員

一般職 特別職
市町村長
組合員

村

2

市町村長
長期組合員

1

650

組合員種別

一部事務

42

市

15

町

10

１  組合に属する地方公共団体数

385,832

24,259,542

6,625,472

619,154

 長期標準期末手当等の額の
 年度累計額      （千円）

69

16,950

6,523,302

71

43,960

26

16,900

214,665

 短期標準報酬の月額  (千円）

 短期平均標準報酬の月額（円）

宿 泊

 組 合 員 数         （人）

 長期標準報酬の月額 （千円）

任意継続
組合員

177

-

-

-

57,614

325,502

-

短期組合員

8,228

-

-

後期高齢者等
短期組合員

-

特定消防
組合員

2,316

908,540

1,482,276

180,150

1,495,661

35

-

-

-

8,198

234,228

6,862

415,714

5,660

船員一般
組合員

7

2,910

415,714

5,660

2,910
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経 過 的 長 期 経 理

127,603
(9,841)
(3,068)

(113,375)

計
差 引 当 期 利 益 金
前年度末利益剰余金

14,213,356

千円

次年度繰越利益剰余金

127,603
127,603

[ 追 加 費 用 ]

連 合 会 払 込 金
連 合 会 拠 出 金
業 務 経 理 へ 繰 入
任 継 掛 金 還 付 金
次年度繰越支払準備金

負 担 金 払 込 金

4,659,389
4,366,026

負 担 金 払 込 金 859,272
掛 金 払 込 金

計

[旧恩給組合条例給付に係る払込金]

計

616,908
27,649
3,055

（収  入）

[標準報酬の月額分]

[標準期末手当等分]

（支  出）

負 担 金

(1,319)
127,603

293,363

996,752

負 担 金
[標準報酬の月額分]

[標準期末手当等分]

(1,183,118)

(7,945,281)
10,461,982

千円

16,494,155
10,461,982
26,956,137

計

[標準報酬の月額分]

[標準期末手当等分]

千円

（収  入）

短 期 掛 金 ( 任 継 掛 金 を 含 む )

利 息 及 び 配 当 金
賠 償 金
前年度繰越支払準備金

計
（支  出）

（収  入）
短 期 経 理

４  各経理単位別収支状況

短 期 負 担 金
介 護 負 担 金

厚 生 年 金 保 険 経 理

老 人 保 健 拠 出 金

保 健 給 付
休 業 給 付

千円

介 護 掛 金 ( 任 継 掛 金 を 含 む )

補 助 金

2,653,171

0
9

附 加 給 付
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
病 床 転 換 支 援 金

(2,516,701)
26,956,137

[ 追 加 費 用 ]
組 合 員 保 険 料

1,718,525
千円

千円

計
（支　出）

掛 金
[標準報酬の月額分]

[標準期末手当等分]

859,272
(652,579)
(206,693)

859,253
(652,569)
(206,684)

介 護 納 付 金

676,643

859,253
1,718,525

退 職 等 年 金 経 理

161,119

31,672

（収  入）
負 担 金
[標準報酬の月額分]

一部負担金払戻金

322
5,081

842,274
14,506,719

千円
5,792,753

退職者給付拠出金 73
1,466,462

災 害 給 付

5,702,886
730,827

5,744,211
739,504

51,381

3,510

千円

1,705,944

計

[ 公 的 負 担 金 ]

77,636

計
（支　出）
負 担 金 払 込 金
組合員保険料払込

16,494,155
(7,945,399)
(2,516,753)
(4,848,885)

[標準期末手当等分]

連 合 会 交 付 金 686,094
雑 収 入 4,139
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次年度繰越利益剰余金 665,161

消 費 税 2,686

差 引 当 期 利 益 金 51,378
前年度末利益剰余金 613,783

減価償却その他の支出 208
計 490,565

普及費・調査研究費 2,395

連 合 会 分 担 金 3,378

[特定健診等負担金]

掛 金
[標準報酬の月額分]

旅 費 ・ 事 務 費
[特定保健指導費]

利 息 及 び 配 当 金
雑 益

(3,300)

保 健 経 理

厚 生 費
特定健康診査等費
[特定健康診査費]

貸付経理より相互繰入

計

（収  入）
負 担 金
[標準報酬の月額分]

[標準期末手当等分]

[標準期末手当等分]

（支  出）
職 員 給 与

保 険 手 数 料
連 合 会 交 付 金

255,394
(194,499)
(58,273)

委 託 費
賃 借 料

千円
256,070

(194,497)
(58,273)

27,099
0

千円
15,353

32
3,348

次年度繰越利益剰余金

4,043
7,002
4,167

宿 泊 経 理 へ 繰 入 0

負 担 金 2,469

0
541,943

そ の 他 の 支 出
計

差 引 当 期 利 益 金
前年度末利益剰余金

422,893
25,971
(4,661)

(21,310)

業 務 経 理

1,236
331,611

6,409
491,671
498,080

事務費負担金払込金 97,494
減 価 償 却 費 713

消 費 税 5,508
連 合 会 分 担 金 10,615

普 及 費 12,967
負 担 金 21,243

委 託 費 13,803
賃 借 料 26,956

役 職 員 給 与 121,429
旅 費 ・ 事 務 費 19,647

（支　出） 千円

千円
支 払 利 息 11,050 短期経理より繰入 27,649

雑 収 入 25

利 息 及 び 配 当 金

利 息 及 び 配 当 金 11,050
計 11,050

計 338,020

負担金 218,708
連 合 会 交 付 金 91,611

27

（収  入）

（支  出）

退 職 等 年 金 預 託 金 管 理 経 理
（収  入） 千円

経 過 的 長 期 預 託 金 管 理 経 理

計 11,050

千円 （収  入） 千円
利 息 及 び 配 当 金 0

計 0
（支  出） 千円
支 払 利 息 0

計 0

[任意継続組合員分] (2,622)
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宿泊経理へ相互繰入 50,000

次年度繰越利益剰余金 215,768

差 引 当 期 損 失 金 49,680

そ の 他 の 支 出 27

計 346,327

前年度末利益剰余金 265,448

保 険 料 811
被 服 費 346
減価償却費・固定資産除却損 59,337
貸 倒 引 当 金 繰 入 303

次年度繰越利益剰余金 252,982

そ の 他 の 支 出 53
計 69,205

負 担 金
消 費 税

6,595
6,028

差 引 当 期 損 失 金 52,861
前年度末利益剰余金 305,843

支 払 利 息 11,050
連 合 会 払 込 金 0

普 及 費 1,464
消 費 税 346

賃 借 料 1,249
負 担 金 485

旅 費 ・ 事 務 費 1,406
委 託 費 220

次年度繰越利益剰余金 4,032,733

連 合 会 交 付 金 96

計 16,344
（ 支 出 ） 千円
職 員 給 与 2,932

差 引 当 期 利 益 金 81,716
前年度末利益剰余金 3,951,017

そ の 他 の 支 出 577
計 582,354

消 費 税 618
支 払 利 息 565,173

普 及 費 2,021
負 担 金 1,403

旅 費 ・ 事 務 費 2,920
賃 借 料 1,557

664,070
（ 支 出 ） 千円
職 員 給 与 8,085

組合員貸付金利息 16,247
有 価 証 券 売 却 益 0

貯 金 経 理
（収  入） 千円

償 還 差 益 12,728
計

利 息 及 び 配 当 金 651,342
千円

利 息 及 び 配 当 金
貸 倒 引 当 金 戻 入
貸付経理より相互繰入

賃 貸 料

宿 泊 経 理
（収  入）
施 設 収 入

千円
211,834

12,466
2,668

2,405
9,197

40,957
122,860
40,154
31,649
1,950
6,562

商 品 仕 入
事 業 用 消 耗 品 費

賃 借 料
普 及 費

飲 食 材 料 費
委 託 費
委 託 管 理 費
光 熱 水 料
修 繕 費
洗 濯 費

27,057
144
171

296,647

50,000
4,096

計
（ 支 出 ）

2,012旅 費 ・ 事 務 費

そ の 他 の 収 入

千円

商 品 売 上 3,345

貸 付 経 理
（収  入）

利 息 及 び 配 当 金 1
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